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議案第２２号 

 

令和６年度利府町一般会計予算 
 

 令和６年度利府町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５，１００，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることが

できる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した

給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。 

 

令和６年３月４日提出 

利府町長    熊 谷  大   

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－2－

（単位：千円）歳 入

項

町 税1 4,997,885

町 民 税1 2,017,112

固 定 資 産 税2 2,603,773

軽 自 動 車 税3 109,264

市 町 村 た ば こ 税4 267,564

入 湯 税5 172

地 方 譲 与 税2 100,442

地 方 揮 発 油 譲 与 税1 24,000

自 動 車 重 量 譲 与 税2 69,000

地 方 道 路 譲 与 税3 1

森 林 環 境 譲 与 税4 7,441

利 子 割 交 付 金3 1,000

利 子 割 交 付 金1 1,000

配 当 割 交 付 金4 15,000

配 当 割 交 付 金1 15,000

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金5 12,000

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金1 12,000

法 人 事 業 税 交 付 金6 70,000

法 人 事 業 税 交 付 金1 70,000

地 方 消 費 税 交 付 金7 830,000

地 方 消 費 税 交 付 金1 830,000

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金8 25,000

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金1 25,000

自 動 車 取 得 税 交 付 金9 1

自 動 車 取 得 税 交 付 金1 1

環 境 性 能 割 交 付 金10 10,000
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金          額款 項

環 境 性 能 割 交 付 金1 10,000

国有提供施設等所在市町村助成交付金11 300

国有提供施設等所在市町村助成交付金1 300

地 方 特 例 交 付 金12 222,947

地 方 特 例 交 付 金1 222,947

地 方 交 付 税13 1,620,000

地 方 交 付 税1 1,620,000

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金14 5,000

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金1 5,000

分 担 金 及 び 負 担 金15 86,754

負 担 金1 86,754

使 用 料 及 び 手 数 料16 196,295

使 用 料1 134,121

手 数 料2 62,174

国 庫 支 出 金17 2,068,468

国 庫 負 担 金1 1,543,620

国 庫 補 助 金2 516,778

委 託 金3 8,070

県 支 出 金18 1,064,381

県 負 担 金1 787,226

県 補 助 金2 214,907

委 託 金3 62,248

財 産 収 入19 208,798

財 産 運 用 収 入1 8,795

財 産 売 払 収 入2 200,003

寄 附 金20 1,050,000



金          額款

－4－

項

                                                                                         1 寄 附 金

21 繰 入 金  

1,050,000

1,244,277

特 別 会 計 繰 入 金1 6

基 金 繰 入 金2 1,244,271

繰 越 金22 10,000

繰 越 金1 10,000

諸 収 入23 358,952

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 1,500

預 金 利 子2 1

貸 付 金 元 利 収 入3 221,237

雑 入4 136,214

町 債24 902,500

町 債1 902,500

15,100,000歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 議 会 費 133,004

議 会 費 1 133,004

2 総 務 費 2,513,242

総 務 管 理 費 1 1,540,429

徴 税 費 2 152,269

戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 3 104,752

選 挙 費 4 4,302

統 計 調 査 費 5 2,321

企 画 費 6 698,730

監 査 委 員 費 7 10,439

3 民 生 費 5,333,698

社 会 福 祉 費 1 2,190,284

児 童 福 祉 費 2 3,141,696

災 害 救 助 費 3 1,718

4 衛 生 費 997,055

保 健 衛 生 費 1 466,130

清 掃 費 2 530,925

5 労 働 費 50,201

労 働 諸 費 1 50,201

6 農 林 水 産 業 費 193,605

農 業 費 1 152,557

林 業 費 2 31,332

水 産 業 費 3 9,716

7 商 工 費 1,311,981

商 工 費 1 1,311,981

8 土 木 費 1,092,118



金          額款

－6－

項

土 木 管 理 費 18 土 木 費 36,845

道 路 橋 梁 費 2 608,947

河 川 費 3 150

都 市 計 画 費 4 376,699

住 宅 費 5 69,477

9 消 防 費 533,459

消 防 費 1 533,459

10 教 育 費 1,556,228

教 育 総 務 費 1 490,372

小 学 校 費 2 233,018

中 学 校 費 3 124,423

社 会 教 育 費 4 351,244

保 健 体 育 費 5 357,171

11 災 害 復 旧 費 2

公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 1 1

公 共 施 設 等 災 害 復 旧 費 2 1

12 公 債 費 1,250,122

公 債 費 1 1,250,122

13 予 備 費 135,285

予 備 費 1 135,285

15,100,000歳              出              合              計



明神沢溜池改修事業 令和7年度 52,400

町民バス車両賃貸借事業 令和7年度から令和11年度まで 37,880

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

事　　　項 期　　　間 限　度　額

議会議場映像音響機器賃貸借事業

利府町議会会議録反訳業務事業 令和7年度から令和8年度まで 各年度予算の範囲内

令和7年度 65

戸籍クラウドシステム改修業務事業 令和7年度 11,641

コンビニ交付クラウドシステム改修業務事業 令和7年度 5,566

総合情報システム（内部系）賃貸借事業 令和7年度から令和11年度まで 639,094

総合情報システム（外部系）賃貸借事業 令和7年度から令和11年度まで 18,232

複合機賃貸借事業 令和7年度から令和11年度まで 39,114

学校給食施設食缶洗浄機・連続揚物機賃貸借事業 令和7年度 165

学校給食施設食器洗浄機賃貸借事業 令和7年度 140

－7－
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限　度　額

脱炭素化推進事業 21,000

公共施設等適正管理推進事業 182,700

証書借入又は
証券発行

　年５．０％以内（ただし、利率見
直し方式で借り入れる資金につい
て、利率の見直しを行った後におい
ては、当該見直し後の利率）

第 ３ 表 地 方 債

（単位：千円）

災害援護資金貸付金

緊急防災・減災事業 347,800

起債の目的 償還の方法利　　率起債の方法

　借入期日の翌日から３０年以内に半年賦
元利均等償還又は元金均等償還とする。た
だし、融資条件又は財政の都合により償還
年限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利
に借換えすることができる。

千円

48,700

1,700

臨時財政対策債 70,000

計 902,500

農林水産業施設整備事業

社会福祉施設整備事業 9,000

観光施設整備事業 9,000

道路整備事業 167,600

学校教育施設等整備事業 15,000

公営住宅建設事業 30,000



 
 

令 和 ６ 年 度 
 

利府町国民健康保険特別会計予算 
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議案第２３号 
 

令和６年度利府町国民健康保険特別会計予算 
 

 令和６年度利府町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，３４４，２９４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

５００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給

付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。 

 

令和６年３月４日提出 

利府町長    熊 谷  大  

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－10－

（単位：千円）歳 入

項

国 民 健 康 保 険 税1 658,109

国 民 健 康 保 険 税1 658,109

使 用 料 及 び 手 数 料2 340

手 数 料1 340

国 庫 支 出 金3 1

国 庫 補 助 金1 1

県 支 出 金4 2,415,906

県 補 助 金1 2,415,906

財 産 収 入5 4

財 産 運 用 収 入1 4

繰 入 金6 267,151

他 会 計 繰 入 金1 217,253

基 金 繰 入 金2 49,898

繰 越 金7 1,000

繰 越 金1 1,000

諸 収 入8 1,783

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 1,029

貸 付 金 元 利 収 入2 340

雑 入3 414

3,344,294歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 30,167

総 務 管 理 費 1 29,141

徴 収 費 2 642

運 営 協 議 会 費 3 384

2 保 険 給 付 費 2,390,388

療 養 諸 費 1 2,064,602

高 額 療 養 費 2 316,212

移 送 費 3 20

出 産 育 児 諸 費 4 7,504

葬 祭 諸 費 5 2,050

傷 病 手 当 金 6 0

3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 862,569

医 療 給 付 費 分 1 576,007

後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 2 223,283

介 護 納 付 金 分 3 63,279

4 保 健 事 業 費 54,707

保 健 事 業 費 1 23,964

特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 2 30,743

5 基 金 積 立 金 4

基 金 積 立 金 1 4

6 公 債 費 4

公 債 費 1 4

7 諸 支 出 金 4,455

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 4,451

繰 出 金 2 4

8 予 備 費 2,000



金          額款

－12－

項

                                                                                      1 予 備 費  2,000

99 共 同 事 業 拠 出 金 0

共 同 事 業 拠 出 金 1 0

3,344,294歳              出              合              計



 
 

令 和 ６ 年 度 
 

利府町介護保険特別会計予算 
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議案第２４号 

 

令和６年度利府町介護保険特別会計予算 
 

 令和６年度利府町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，５１９，２６０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

５０，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給

付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。 

 

令和６年３月４日提出 

利府町長    熊 谷  大  

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算
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（単位：千円）歳 入

項

保 険 料1 639,779

介 護 保 険 料1 639,779

使 用 料 及 び 手 数 料2 50

手 数 料1 50

国 庫 支 出 金3 451,173

国 庫 負 担 金1 407,496

国 庫 補 助 金2 43,677

支 払 基 金 交 付 金4 644,572

支 払 基 金 交 付 金1 644,572

県 支 出 金5 366,020

県 負 担 金1 345,929

県 補 助 金2 20,091

財 産 収 入6 7

財 産 運 用 収 入1 7

繰 入 金7 416,555

一 般 会 計 繰 入 金1 391,119

基 金 繰 入 金2 25,436

繰 越 金8 1,000

繰 越 金1 1,000

諸 収 入9 104

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 101

雑 入2 3

2,519,260歳              入              合              計



－15－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 61,784

総 務 管 理 費 1 22,315

徴 収 費 2 931

介 護 認 定 審 査 会 費 3 38,326

運 営 協 議 会 費 4 212

2 保 険 給 付 費 2,318,228

介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 1 2,103,084

介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 2 59,376

そ の 他 諸 費 3 2,448

高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 4 68,000

特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 5 85,320

3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1

財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1 1

4 基 金 積 立 金 7

基 金 積 立 金 1 7

5 地 域 支 援 事 業 費 128,587

介護予防・生活支援サービス事業費 1 49,154

介 護 予 防 事 業 費 2 19,489

包 括 的 支 援 事 業 費 3 59,516

そ の 他 諸 費 4 188

高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 5 240

6 公 債 費 1

公 債 費 1 1

7 諸 支 出 金 652

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 651

繰 出 金 2 1



金          額款

－16－

項

8 予 備 費 10,000

予 備 費 1 10,000

2,519,260歳              出              合              計



 
 

令 和 ６ 年 度 
 

利府町後期高齢者医療特別会計予算 
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議案第２５号 
 

令和６年度利府町後期高齢者医療特別会計予算 
 

 令和６年度利府町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１６，４７６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

  

令和６年３月４日提出 

利府町長    熊 谷  大  

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－18－

（単位：千円）歳 入

項

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 348,754

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 348,754

使 用 料 及 び 手 数 料2 45

手 数 料1 45

繰 入 金3 67,276

一 般 会 計 繰 入 金1 67,276

繰 越 金4 399

繰 越 金1 399

諸 収 入5 2

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 1

雑 入2 1

416,476歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 2,434

総 務 管 理 費 1 2,434

2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 413,331

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 1 413,331

3 諸 支 出 金 411

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 410

繰 出 金 2 1

4 予 備 費 300

予 備 費 1 300

416,476歳              出              合              計
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令 和 ６ 年 度 
 

利府町町営墓地特別会計予算 
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議案第２６号 

 

令和６年度利府町町営墓地特別会計予算 

 

 令和６年度利府町の町営墓地特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２，４２６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

令和６年３月４日提出 

利府町長    熊 谷  大   



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算
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（単位：千円）歳 入

項

使 用 料 及 び 手 数 料1 9,723

使 用 料1 5,230

手 数 料2 4,493

財 産 収 入2 182

財 産 運 用 収 入1 182

繰 入 金3 2,519

基 金 繰 入 金1 2,519

繰 越 金4 1

繰 越 金1 1

諸 収 入5 1

雑 入1 1

12,426歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 事 業 費 2,867

町 営 墓 地 管 理 費 1 2,867

2 基 金 積 立 金 2,918

基 金 積 立 金 1 2,918

3 公 債 費 5,641

公 債 費 1 5,641

4 予 備 費 1,000

予 備 費 1 1,000

12,426歳              出              合              計
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令 和 ６ 年 度 
 

利府町水道事業会計予算 
 

 
 
 
 
 



 



（総則）

第 １ 条

（業務の予定量）

第 ２ 条

（収益的収入及び支出）

第 ３ 条

第 １ 款

（資本的収入及び支出）

第 ４ 条

は、当年度分損益勘定留保資金２９２，９１５千円及び建設改良積立金１７１，０００千円で補てんするものとする。）。

第 ４ 項 予 備 費 ２０,０００ 千円

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４６３，９１５千円

第 １ 項 営 業 費 用 １,０１５,０３６ 千円

第 ２ 項 営 業 外 費 用 １６,２５２ 千円

第 ２ 項 営 業 外 収 益 １５３,９４５ 千円

支　　　　　　　　　　　　　　出

水道事業費用 １,０５１,２８８ 千円

収　　　　　　　　　　　　　　入

第 １ 款 水道事業収益 １,０５９,３９２ 千円

第 １ 項 営 業 収 益 ９０５,４４７ 千円

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

（２） 年 間 総 配 水 量 ４,０４６,９８１ ㎥

（３） 一 日 平 均 配 水 量 １１,０８８ ㎥

議案第２７号

令 和 ６ 年 度 利 府 町 水 道 事 業 会 計 予 算

令和６年度利府町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 給 水 戸 数 １４,４０５ 戸

（４） 主 要 な 建 設 改 良 事 業 １７３,０００ 千円
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（債務負担行為）

第 ５ 条

（一時借入金）

第 ６ 条

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 ７ 条

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 ８ 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に

流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（２） 交 際 費 １０ 千円

一時借入金の限度額は、１０，０００千円と定める。

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、第１款水道事業費用のうち、第１項営業費用及び第２項営業

外費用に係る予算額に過不足を生じた場合と定める。

（１） 職 員 給 与 費 ５９,９２３ 千円

包括的民間委託業務事業 令和７年度から令和１６年度まで
３，６９６，７３０千円のうち水道
事業会計が負担する額

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　　項 期　　　間 限　度　額

第 １ 項 建 設 改 良 費 ３０８,１８２ 千円

第 ２ 項 企 業 債 償 還 金 １６６,６１３ 千円

第 ７ 項 国 庫 補 助 金 ６,２４０ 千円

支　　　　　　　　　　　　　　出

第 １ 款 資 本 的 支 出 ４７４,７９５ 千円

第 ５ 項 他 会 計 補 助 金 ３,６４０ 千円

第 １ 款 資 本 的 収 入 １０,８８０ 千円

第 １ 項 開 発 負 担 金 １,０００ 千円

収　　　　　　　　　　　　　　入



（たな卸資産購入限度額）

第 ９ 条

令和６年３月４日提出

たな卸資産の購入限度額は、１０，０００千円と定める。

利府町長　　　　熊　谷　　大
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令 和 ６ 年 度 
 

利府町下水道事業会計予算 
 
 

 
 
 
 



 



（総則）

第 １ 条

（業務の予定量）

第 ２ 条

（収益的収入及び支出）

第 ３ 条

下水道事業収益

第 １ 款 下水道事業費用

（資本的収入及び支出）

第 ４ 条

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２０，８９８千円、当年度分損益勘定留保資金１４２，６４０千円及び繰越利益

剰余金処分額４３，０３５千円で補てんするものとする。）。

（２） 年 間 排 水 量 ３,５７０,３６５ ㎥

（３） 一 日 平 均 排 水 量 ９,７８２ ㎥

議案第２８号

令 和 ６ 年 度 利 府 町 下 水 道 事 業 会 計 予 算

令和６年度利府町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 処 理 区 域 内 人 口 ３４,３３９ 人

収　　　　　　　　　　　　　　入

第 １ 款 １,３０６,２０６ 千円

第 １ 項 営 業 収 益 ５６２,８９３ 千円

（４） 主 要 な 建 設 改 良 事 業 ６５,７８０ 千円

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第 １ 項 営 業 費 用 １,２５２,４０７ 千円

第 ２ 項 営 業 外 費 用 ３３,７３５ 千円

第 ２ 項 営 業 外 収 益 ７４３,３１３ 千円

支　　　　　　　　　　　　　　出

１,２９１,１４２ 千円

第 ４ 項 予 備 費 ５,０００ 千円

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２０６，５７３千円
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（債務負担行為）

第 ５ 条

第 １ 款 資 本 的 収 入 ２４５,６７６ 千円

第 １ 項 国 庫 支 出 金 １５,０００ 千円

収　　　　　　　　　　　　　　入

第 ３ 項 企 業 債 ２１４,８００ 千円

第 ４ 項 他 会 計 補 助 金 １５,８７６ 千円

支　　　　　　　　　　　　　　出

第 １ 款 資 本 的 支 出 ４５２,２４９ 千円

第 １ 項 建 設 改 良 費 ２３８,８１９ 千円

第 ２ 項 企 業 債 償 還 金 ２１３,４３０ 千円

水洗便所改造資金利子補給金 令和７年度から令和１０年度まで
　借入期間中における融資残高につき約定
利率により計算した利子相当額

水洗便所改造資金損失補償 令和７年度から令和１１年度まで

　融資元本の最終償還期限後約定に基づく
期限を経過してもなお元本及び遅延利子の
全部又は一部が回収されなかった場合にお
ける当該回収されなかった金額

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　　項 期　　　間 限　度　額

包括的民間委託業務事業 令和７年度から令和１６年度まで
　３，６９６，７３０千円のうち下水道事
業会計が負担する額



（企業債）

第 ６ 条

（一時借入金）

第 ７ 条

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 ８ 条

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 ９ 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に

流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（利益剰余金の処分）

第 １０ 条 繰越利益剰余金のうち４３，０３５千円は、資本的収入額が資本的支出に対し不足する額の補てんに処分するものとする。

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

公共下水道事業 １１０,７００ 　年５．０％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れる資金
について、利率の見直しを行っ
た後においては、当該見直し後
の利率）

　借入期日の翌日から４０年以内に半年賦元利
均等償還又は元金均等償還とする。ただし、融
資条件又は財政の都合により償還年限を短縮
し、若しくは繰上償還又は低利に借換えするこ
とができる。

証書借入又は
証券発行

流域下水道事業 １０４,１００

計 ２１４,８００

一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、第１款下水道事業費用のうち、第１項営業費用及び第２項営

業外費用に係る予算額に過不足を生じた場合と定める。

職 員 給 与 費 ３８,１４７ 千円
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令和６年３月４日提出

利府町長　　　　熊　谷　　大




